
（１） 質問 

介護支援専門員が、新型コロナウイルス感染症への対策として、利用者から訪問を拒否されてお

り、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）ができない状態にある。この場合、モニタリン

グが実施されていないことから、居宅介護支援費を減算する必要があるか。 

 

（２） 回答 

 利用者の希望により訪問を拒否された場合には、各保険者の判断により、「特段の事情」に該当す

るとして、減算としないことは可能である。 

 

 

 

 

 【参考】 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年 3月１日付老企第３６号）第３の６抜粋 

  

（１）～（３） （省略） 

（４） 居宅サービス計画作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して

いない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った

月の前月まで減算する。 

② （省略） 

 

別紙 


